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務
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倫
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違
反
に
つ
い
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菅
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弁
に
関
す
る
質
問
主
意

書 

 

菅
義
偉
内
閣
総
理
大
臣
は
、
先
月
二
十
二
日
午
後
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
自
身
の
長
男
が
深
く
関
与
し
た
総
務

省
幹
部
職
員
に
対
す
る
接
待
問
題
に
つ
い
て
の
奥
野
総
一
郎
議
員
及
び
大
串
博
志
議
員
の
質
疑
に
対
し
、
「
私
の
長
男
が
関
係

し
て
、
結
果
と
し
て
公
務
員
が
倫
理
法
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
お
わ
び
す
る
旨
答
弁
し
て

い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
質
疑
が
行
わ
れ
た
時
点
で
は
、
同
日
昼
の
同
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
総
務
省
か
ら
国
家
公
務
員
倫
理
規
程

（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
に
違
反
す
る
「
疑
い
が
あ
る
」
と
報
告
さ
れ
た
段
階
に
過
ぎ
ず
、
菅
総
理
の
答
弁
の
よ
う
に

「
倫
理
法
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
断
定
的
に
述
べ
ら
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
総
務
省
が
実
施
し
た
国
家
公

務
員
倫
理
規
程
違
反
行
為
に
関
す
る
調
査
が
同
月
二
十
四
日
に
終
了
し
、
そ
の
結
果
が
同
日
に
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
に
報

告
さ
れ
、
「
同
審
査
会
の
承
認
を
得
た
こ
と
で
、
（
倫
理
法
に
違
反
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
）
総
務
省
に
お
い
て
最
終
的

に
認
定
を
い
た
し
た
」
（
同
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
武
田
良
太
国
務
大
臣
の
答
弁
）
と
い
う
事
実
関
係



 

２ 

 

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
を
前
提
に
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

菅
総
理
が
行
っ
た
前
述
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
答
弁
は
、
総
務
省
に
よ
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
違
反
の
認
定

を
待
た
ず
し
て
、
同
規
程
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
お
り
、
事
実
誤
認
に
基
づ
く
答
弁
で
は
な
い
か
。
テ
レ

ビ
中
継
さ
れ
て
い
る
予
算
委
員
会
の
答
弁
に
お
い
て
、
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
調
査
対
象
者
の
名
誉
を
毀
損
す
る
行
為
で
は
な
い
か
。
政
府
の
認
識
を

問
う
。 

二 

前
述
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
菅
総
理
の
答
弁
は
、
答
弁
案
に
基
づ
い
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
当
該
答
弁

案
を
作
成
し
た
者
の
部
署
及
び
役
職
名
を
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


